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１．事業の概要
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事業箇所

<道路種別>

事業区間
国道
主要地方道
一般県道
その他道路

凡例

市川市

船橋市

（都）柏井大町線
（L=520m）

（都）西浦藤原町線
（L=636m）

起点 ：船橋市上山町1丁目

終点 ：市川市柏井町1丁目

延長 ： Ｌ=1,156m

幅員 ： W=22.0～25.0m

道路規格 ： 第4種第1級

設計速度 ： 60㎞/h

全体事業費 ： 69.5億円

計画横断図

（都）藤原町馬込町線
（交差点取付部）

船橋都市計画道路３・４・２２号 西浦藤原町線
市川都市計画道路３・３・ ９号 柏井大町線 事業区間 Ｌ＝1,156m
船橋都市計画道路３・５・３３号 藤原町馬込町線
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２．事業の進捗状況

出典：国土地理院ホームページ

<道路種別>

事業区間
主要地方道
一般県道
その他道路

凡例

市川市

船橋市

事業区間
Ｌ＝1,156m

事業進捗率
62.3％(事業費ﾍﾞｰｽ)

用地進捗率
62.2％(面積ﾍﾞｰｽ)

【令和２年度末予定】

平成13年度 事業着手

平成14年度～ 用地買収

令和7年度 事業完了予定
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２．事業の進捗状況

○事業期間の延伸

延伸理由

用地取得に不測の日数を要していることから、事業を延伸する。

H13                     H31    R2 R3 R7 

平成27年度
事業再評価時
工期：H13～R3

令和2年度
事業再評価時
工期：H13～R7

R2現在

4年

R7

対策

事業期間までに完了できるよう、これまで以上に用地取得や工事の進捗及び工程管理を
図っていく。

＜参考＞用地進捗状況（令和2年度末予定） 面積ベース：62.2％



３．社会経済情勢
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<道路種別>

事業区間
国道
主要地方道
一般県道
その他道路

<主要渋滞箇所>

箇所

区間

▼写真①

▼写真②

市川市

船橋市

事業区間
Ｌ＝1,156m

7,806台/日

10,049台/日

<交通量データ>

H27センサスデータ

H30.12 交通量調査データ

14,278台/日

21,137台/日

16,413台/日

10,782台/日

（混雑度1.67）

※調査日：H30.12.4（火）

○混雑度：交通容量に対する交通量の比

混雑度＝ 交通量（台/１２ｈ）

交通容量（台/１２ｈ）

①

②

道路形状

○主要渋滞箇所は、渋滞関係データから渋滞が
発生している箇所を抽出し、周辺住民や民間
事業者、道路管理者の意見を踏まえた上で
特定されている。

【凡例】

（主）船橋松戸線・（主）市川印西線
でクランクを形成

・事業区間の起点と終点までを結ぶ現道の交差点では、道路形状がクランクを形成し円滑な交通
の阻害となっており、主要渋滞箇所に特定されている。
・（主）市川印西線と重用している区間は、交通量が２万台／日を超え、混雑度が１．６７である。

前回（H２７）から大きな変化はない
(1)現道の状況



▲現道の死傷事故率（H25～H29）
出典：公益財団法人 交通事故総合分析センター
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追突 右左折
出会い頭 正面衝突

その他車両相互 人対車両
車両単独

▲現道の死傷事故件数(H25～H29)

死傷事故件数
41件/5年

追突、右左折時の
事故が約6割

渋滞・クランク形状
に起因

追突

右左折

出典：公益財団法人 交通事故総合分析センター

121 
65 

176 
111 

524 
81 

361 
68 

0 
0 

185 

0 250 500 750 1,000

３．社会経済情勢
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追突、右左折時の
事故が約6割

渋滞・クランク形状
に起因

追突

右左折

死傷事故率（件/億台キロ）

事
業
区
間
に
並
行
す
る
現
道

千葉県平均の
１０倍以上

【死傷事故率とは】
・1台の車が一定距離走行する間に事故に遭う確率を指す。
・死傷事故率＝年間死傷事故件数/走行台キロ
（件/億台キロ）＝（件数）/（年間交通量×走行距離）

事
業
区
間
平
均

事業区間
Ｌ＝1,156m

前回（H２７）から大きな変化はない
(2)交通事故の状況

・現道のほとんどの区間・交差点で死傷事故率が５０．４件/億台km（県内平均）を超過している。
・現道では５年間に４１件の死傷事故が発生し、渋滞やクランク形状に起因する追突や右左折時
の事故が、全体の約６割を占めている。

県内平均
50.4件/億台km



4．事業の投資効果
(1)費用便益比の算定
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社
会
的
割
引
率

■費用および便益算定の前提
基準年次 ：令和２年度

検討年数 ：供用後５０年間
社会的割引率：４％

■便益の算定

●走行時間短縮便益
●走行経費減少便益
●交通事故減少便益

■費用の算定

道路整備に
要する事業費

道路維持管理
に要する費用

■現在価値の算定

便益の現在価値（Ｂ） 費用の現在価値（Ｃ）

費用便益分析の実施（Ｂ／Ｃ）

費用便益分析ﾏﾆｭｱﾙ

平成３０年２月
国土交通省

道路局、都市局

デ
フ
レ
ー
タ



4．事業の投資効果
(2)便益の算定方法
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交通流の推計

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

＝ 道路整備無の走行経費 － 道路整備有の走行経費

＝ 道路整備無の走行時間の価値 － 道路整備有の走行時間の価値

＝ 道路整備無の交通事故損失額 － 道路整備有の交通事故損失額

総便益（Ｂ）

道路整備の有無によるそれぞれの交通量、走行速度等を推計

DO DO

整備無（without） 整備有（with）

（without） （with）

（without） （with）

（without） （with）



4．事業の投資効果
(3) 費用便益比の算定結果
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今回評価（Ｒ２） 前回評価（Ｈ２７） 備考

費用便益マニュアル 平成３０年２月版 平成２０年１１月版
費用便益分析マニュアル

の更新

対象延長 1,156ｍ 1,156ｍ

基準年次 令和２年度 平成２７年度 基準年次の更新

供用予定年次 令和８年度 令和４年度 用地取得の長期化

分析対象期間 供用後５０年 供用後５０年

基礎データ
平成２２年度

道路交通センサス
平成１７年度

道路交通センサス
基礎データの更新

推計交通量 195（百台／日） 204（百台／日）
基礎データの更新

総便益（Ｂ） 266億円 270億円

総費用（Ｃ） 84億円 73億円 基準年次の更新

Ｂ／Ｃ 3.2 3.7

今回評価（Ｒ２） 前回評価（H２７） 備考

事業費 69.5 69.5

B/Cの
比較

事業費
の比較



4．事業の投資効果
(4) 費用便益比

【事業全体】

便益(Ｂ)

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）
251億円 10億円 5億円 266億円

費用(Ｃ)
事業費 維持管理費 総費用

3.2
83億円 1億円 84億円

注1）便益・費用については、基準年（令和2年度）における現在価値化した後の値である。
注2）費用及び便益額は整数止めとする。
注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。
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基準年：令和2年度

便益(Ｂ)

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）
251億円 10億円 5億円 266億円

費用(Ｃ)
事業費 維持管理費 総費用

12.7
20億円 1億円 21億円

【残事業】
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浜
町

若
松
地
区

南
大
野
地
区

約39分

約35分

■所要時間の変化

整備前

整備後

4．事業の投資効果
(5)-1 整備効果（走行時間短縮便益、走行経費減少便益）
・バイパスの整備により、南大野地区から若松・浜町地区までの所要時間が約４分短縮する。

浜町・若松地区

南大野地区

※整備前：H27センサス速度 整備後：R12推計より算出

事業区間
Ｌ＝1,156m

約4分の短縮

大型商業施設



▲現道の死傷事故率（H25～H29）
出典：公益財団法人 交通事故総合分析センター
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▲現道の死傷事故件数(H25～H29)

死傷事故件数
41件/5年

追突、右左折時の
事故が約6割
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出典：公益財団法人 交通事故総合分析センター
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県内平均
50.4件/億台㎞

死傷事故率（件/億台キロ）

事
業
区
間
に
並
行
す
る
現
道

千葉県平均の
１０倍以上

事
業
区
間
平
均

事業区間
Ｌ＝1,156m

渋滞緩和

渋滞緩和、クランク形状の解消により、
事故の減少が期待される。

4．事業の投資効果
(5)-2整備効果（交通事故減少便益）

・バイパスの整備により、クランクを通行せず移動可能となり、交通の円滑化が図られ、交通
事故の減少が見込まれる。

クランクを通行せず
移動可能へ



4．事業の投資効果
(6)歩行者の安全性の向上（便益の算定に含まれていない効果）
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・歩道整備により、歩行者の安全性が向上し、通学児童生徒の安全の確保も図られることが
期待される。

・現道の交通量が減少し、現道を通行する歩行者の危険性の低下が期待される。

事業区間
主な通学路

凡例

柏井小

法典西小

市川市

船橋市

歩道
幅員狭小

写真①

写真① 写真②

写真②
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4．事業の投資効果
(7)都市防災機能の強化（便益の算定に含まれていない効果）

（参考）
兵庫県南部地震（神戸市長田区の例）

では、幅員12ｍ以上の道路では延焼が

なかった。

引用先：道路構造令の解説と運用より

都市計画道路

事業区間

住居系用途地域

商業系用途地域

工業系用途地域

凡例

・幅員２２～２５ｍの都市計画道路が整備されることにより、火災時の延焼遮断帯としての機能が
期待されるなど、都市防災機能の強化に資する。

事業区間
Ｌ＝1,156m

都市計画道路

▲延焼遮断帯のイメージ

標準横断図

幅員22ｍ

住居系用途地域の
延焼遮断帯として期待



5．コスト縮減
コスト縮減への取り組み
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新技術・ 新工法の積極的な活用を

図り、コスト縮減に努めながら、引き

続き事業を推進していく。



事業を継続し、効果の早期発現を目指す

6．対応方針（案）

○費用便益比（Ｂ／Ｃ） ⇒ 『3.2』

○整備効果

・バイパス整備による移動時間の短縮

・周辺道路の交通の円滑化による交通事故の減少

【便益の算定に含まれていない効果】

・歩行者の安全性の向上

・都市防災機能の強化
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